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論文審査の結果の要旨 

 本論文は、19世紀から20世紀にかけて成立したと考えられる、字喃（チュノム：Chữ Nôm）文で書かれた写本で

あるベトナム民間劇台本『長山遺禄』の全文に対して施した国語（クオック・グー：Quốc Ngữ）による翻音、現代

日本語による翻訳に基づき、そこに使用されている字喃を字形の観点から考察したものである。その目的は、①従

来の字喃の分類法や造字法では分類できない構造を持った字形を分析し、新しい造字法の可能性を探ること、さら

に、②一形態素に対して複数のヴァリエーションをもつ字喃の字形がいかに運用されるかを、勅撰の官製漢越字書

である『嗣德聖製字學解義歌』を主な比較対象として比較検討し、字形選択についての書き手の意識について明ら

かにすること、である。この考察によって、①について、従来「会意」のカテゴリーに分類されていたいくつかの

字形について、それが、形声字の義符と義符を合わせた結果生まれた字形である可能性について指摘した（第三

章、第四章）。更に、声符に関して特異な構造をもつ字形について、その構造を分析した上で新しい造字法につい

てその可能性を指摘した（第五章）。②について、『長山遺禄』における漢字と字喃を区別する意識が希薄である

ことを指摘し（第一章）、両資料の比較から、俗字の使用（第二章）、義符の運用（第四章）、声符の運用（第五

章）に著しい違いがみられることを明らかにした。 
 序論では、まず字喃の構造、造字法の分類について先行研究を整理しながら、本研究で使用する分類法の名称

と、「字形」、「字体」という用語の定義を行った。そして、本研究の目的と方法を述べた後に、各資料について

述べた。 
 第一章では、『長山遺禄』において、漢字と字喃の区別がどの程度意識されているかということを探るために、

漢語を表す漢字を別の同音異義語で置き換えている例、及び漢字の義符を省く例、さらに漢字の義符の種類を交替

させる例について考察した。その結果として、基本的には筆画を減じるという目的（筆記の経済）で行われていた

それらの操作について、書き手の漢語と字喃の区別は希薄であるということが明らかとなった。更にそのことが分

かる現象として「巴蜀」→「𠀧蜀」のような漢字の字喃による置き換えの例を示した。 
 第二章では、『長山遺禄』において、文字の省略に対する意識を探るため、『嗣德聖製字學解義歌』のそれと比

較しながら、略字（俗字）の使用状況について考察した。字喃は漢字と同じくその表語文字としての性格から、仮

名文字のような省略が起こりえない運命であったが、『長山遺禄』においては、第一章で示した漢語の筆画の少な

い同音異義語への置き換えに加えて、字喃の各構成要素に俗字（略字）を使うという方法でその「筆画の経済」性

を確保していることが明らかとなった。また、その俗字の使用について、『長山遺禄』の最も大きな特徴は、その

「変異俗字」（ベトナム独自の俗字）の積極的な使用にあった。一方で、『嗣德聖製字學解義歌』においては、俗

字の使用は、ほぼ一部の形声字の構成要素に限られており、「変異俗字」の使用はほぼ見られなかった。 
 第三章では、形声字における義符と声符の位置の交替について、何らかの意図をもってなされているか、また資

料間に違いはあるかについて考察した。結果として、この現象については、先行研究でも指摘されていたように、

主に「意味」を表す義符で起こり、「範疇」を表す義符では一部の例外を除いては起こらないことが確認できた。

また字喃としては珍しい一方の要素が一方の要素の間に割り込む形（「 」víaの字形）も見られたが数は限られ

ており、一般的傾向としては『長山遺禄』と『嗣德聖製字學解義歌』の間には際立った違いは認められなかった。 
 第四章では、義符の運用についての意識を探るため、仮借字と形声字が交替する現象と、義符の種類が交替する

現象について考察した。前者については、二つの資料の間に目立った違いはなかったが、「 」trẻという字形につ



 

いて、声符「雉」trĩと義符「 」con（語義：子ども）が結合する際に、声符、義符とも省略されて「矢」と

「昆」となり、それらがが結合して「 」の字形が造られた可能性を主張した。義符として使われている「 」も

また字喃であり、これは、字喃を義符とする珍しい例である。義符の種類が交替する現象について、①全く異なる

意味・範疇を表す義符が交替する、②同じ、もしくは近い意味・範疇を表す義符が交替する、③字形の近似による

誤りと思われる義符が交替する、の三つの場合に分けられた。『長山遺禄』の字喃で最も特徴的だったのは①の場

合であり、義符の表す意味・範疇と語義が合わない字形があった。また、多くの辞書で「会意」に分類される

「 」thẳngという字形が、例えば、形声の字喃「 」thẳngを声符として使い、さらにここに義符「正」を付け、

声符とした「 」の構成要素「尚」が省声された結果「直」と「正」が結びついたのではないか、つまり、字喃を

声符とする字喃である可能性を主張した。一方、『嗣德聖製字學解義歌』においては、同音異義語の区別はもちろ

ん、同じ形態素であっても細かいニュアンスの違いを義符の意味によって表現したり、説明する漢語の義符に合わ

せるといった、義符の意味の意識的な運用の傾向が見られた。 
 第五章では、声符の運用について考察した。『長山遺禄』において、省声を含む字形は『嗣德聖製字學解義歌』

より多く、三種類の異なる声符が交替する例が2例見られた。また、それぞれの字形も辞書には見られないものが

多かった。更に、一形態素を表すそれぞれの声符は、それが表す音に、時代や地域の異なるものが重層的に重なる

例が見られた。そして、「 」の字形は、音を表す要素「薬」に義符として字喃「 」を加え、その義符である

「辶」が省略されて「畧」とされた結果、「薬」と「畧」の結合した「 」が造られたと主張する。つまり、字

喃を義符に使う造字法である。一方、『嗣德聖製字學解義歌』においては、省声は、いくつかの例はあったが、や

はり『長山遺禄』よりも少なく、声符の交替については、4例の内3例は声調だけが異なる声符の交替だった。 

 以上の各章での考察に基づき、以下の2点を結論として主張した。①「 」・「 」・「 」は、新しい造字法

によって造られた。つまり、字喃を声符とする字形（省声あり）（例「 」）、字喃を義符とする字形（省形あ

り）（例「 」・「 」）の二つである。②字喃の運用に係る書き手の意識として、『長山遺禄』の書き手にと

って、漢字と字喃の（あるいは漢語とベトナム語の）間の区別は曖昧であり、筆画を減らすために、同音異義語に

よる置き換えや、俗字の使用、義符の省略、交替、などが恣意的に行われている。そこには、ベトナム語の音声が

連想できさえすれば字形には特にこだわらないという意識が感じられる。対照的に、『嗣德聖製字學解義歌』の書

き手は、漢語を表す漢字だけでなく、見た目上は漢字と同じ字形である仮借の字喃についても、文字の簡略化の要

求にあらがって俗字の使用を極力避け、正字（あるいはそれに近い字体）で統一したいという意識が見られた。ま

た、字喃の義符の使用について、その表す意味に敏感であり、特に同音異義語の区別にそれが現れていた。それ

は、阮朝という時代の中国文化への志向と辞書という資料の性質から来る、規範意識が根底にあると考えられる。 
 以上の内容に関し論文審査担当者より、①当該文書の書き手と読み手の関係性、②ベトナム語の規範化の歴史や

中央と地方の言語変異がどの程度文字資料として残され、その中にいかに位置づけられるか、③新たに提案された

造字法の妥当性（特に字喃ベースの省声）をいかに証明するか、④先行研究との差異の明確化、⑤他の漢字系文字

との比較の必要性、⑥用語整理と論理性の不足が見受けられる箇所がある、等の問題点をより明確に示すべきであ

るとの指摘があった。 
以上のような問題点を残すものの、①本論文は、従来の字喃の分類法では分類できない構造を持った字形の構造

を分析し、新しい造字法の可能性を探った点、②一形態素に対して複数の変異を持つ字喃の「字形」がどのように

運用されたかを考察し、字形選択における書き手の意識について明らかにした点、そして、③字喃の字形の系譜―

―影響や継承関係――の体系的な解明が学術的に可能であり、かつ有意義なものであることを示した点が高く評価

されることが審査担当者より指摘され、本論文が博士(言語文化学)学位授与にふさわしい論文であると判断され

た。 

 


